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・
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る
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・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
人
を

守
る
た
め
に
、
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力
体
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つ
く
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火
災
に
よ
る
死
者
を
減
ら
す
た
め
に

は
、
一
人
ひ
と
り
が
普
段
の
生
活
の
中

で
、
防
火
に
関
す
る
意
識
を
高
め
火
災

予
防
の
対
策
を
す
る
こ
と
が
何
よ
り
も

大
切
で
す
。

　
１１
月
３
日
（
水
）
に
令
和
３
年
度
高
知

県
功
労
者
等
表
彰
式
が
行
わ
れ
、
黒
潮

町
消
防
団
鈴
分
団
の
饌
田
政
彦
さ
ん
が

災
害
防
除
部
門
で
受
賞
さ
れ
ま
し
た
。

　
饌
田
さ
ん
は
、
長
年
消
防
団
と
し
て

消
防
活
動
に
精
励
し
て
お
り
、
火
災
な

ど
の
発
生
時
に
は
、
い
ち
早
く
現
場
に

急
行
し
、
機
敏
な
行
動
と
的
確
な
判
断

の
も
と
被
害
の
拡
大
や
二
次
被
害
の
防

止
に
努
め
、
被
害
を
最
小
限
に
留
め
る

こ
と
に
尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
ほ
か
、
高
齢
者
世
帯
を
対
象
に

個
別
訪
問
を
実
施
す
る
な
ど
消
防
団
お

よ
び
地
域
の
消
防
防
災
力
の
向
上
に
貢

献
し
た
功
績
か
ら
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

消 防 団 員 募 集
◆消防団の活動って？

　消防団は、消防本部や消防署と同じく、消防組織法に基づき、それぞれの市町村

に設置される消防機関です。消防団の活動は消火だけではありません。地域におけ

る防災のリーダーとして、平常時・非常時を問わずその地域に密着し、住民の安心

と安全を守るという重要な役割を担っています。

　近年は女性の消防団への参加も増加しており、特に一人暮らしの高齢者宅への防

火訪問や応急手当の普及指導などにおいて活躍しています。

◆消防団の位置づけ

　火災や大規模災害発生時に現場へ駆けつけ、その地域での経験を生かした消火活

動・救助活動をおこなう非常勤特別職の地方公務員です。

◆消防団に入るには

　黒潮町には14の分団があります。町内に在住の方、または職場が町内にある方が

入団可能です。

　詳しくはお住まいや職場を管轄する分団、または黒潮町役場 情報防災課 消防防災係

（蕁43－2188）までご相談ください。


